
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 三 項 の 表 中 「 及 び 庭 球 場 」 を 「 、 庭 球 場 及 び 詰 所 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 徳 島 県 鳴 門 総 合 運 動 公 園 の 項 中 「 健 康 ト レ ー ニ ン グ 室 体 力 相 談 室 」 を 「 詰 所 健 康 ト レ ー ニ ン グ 室 」 に 、 「 選 手 更 衣 室 休 憩 室 」 を 「 選 手 更 衣 室 」

に 改 め る 。

別 表 第 二 の 一 の 表 中 「 一 三 、 八 六 五 円 」 を 「 一 四 、 二 六 一 円 」 に 、 「 一 三 六 円 」 を 「 一 四 ○ 円 」 に 改 め 、 同 表 の 二 の 表 中 「 五 六 円 」 を 「 五 八 円 」 に 、 「 三 九 円 」

を 「 四 一 円 」 に 、 「 六 五 円 」 を 「 六 六 円 」 に 、 「 四 八 円 」 を 「 四 九 円 」 に 、 「 七 四 四 円 」 を 「 七 六 五 円 」 に 、 「 三 六 円 」 を 「 三 七 円 」 に 、 「 六 一 円 」 を 「 六 三 円 」

に 、「 三 七 六 円 」 を 「 三 八 七 円 」 に 改 め 、 同 表 の 三 の 表 中 「 六 二 八 円 」 を 「 六 四 五 円 」 に 、 「 一 、 二 五 一 円 」 を 「 一 、 二 八 六 円 」 に 、 「 六 、 二 九 ○ 円 」 を 「 六 、 四

六 九 円 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の そ の 一 の １ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 専 用 す る 場 合

有 料 公 園 施 設 の 種 類 区 分 単 位 金 額

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 三 八 、 二 八 ○ 円

一 日 五 ○ 、 八 五 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 生 徒 等

半 日 二 、 九 三 ○ 円

一 日 四 、 五 一 ○ 円

第 五 十 六 号
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 六 年 二 月 十 七 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

三校

第 五 十 六 号 徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １３７
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そ の 他 の 者

半 日 五 、 五 五 ○ 円

野 球 場

一 日 八 、 五 一 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 三 八 二 、 一 四 ○ 円

一 日 五 ○ 八 、 六 八 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 生 徒 等

半 日 五 、 二 九 ○ 円

一 日 七 、 二 三 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 一 、 二 四 ○ 円

一 日 一 四 、 一 ○ ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 一 一 一 、 九 五 ○ 円

一 日 一 四 三 、 三 八 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 生 徒 等

半 日 七 、 二 三 ○ 円

一 日 八 、 九 二 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 二 二 、 三 九 ○ 円

陸 上 競 技 場

一 日 二 八 、 六 七 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 四 二 ○ 、 六 八 ○ 円

一 日 五 五 九 、 四 四 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 生 徒 等

半 日 一 二 、 五 三 ○ 円

一 日 一 七 、 七 三 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 四 二 、 ○ 六 ○ 円

一 日 五 五 、 九 四 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 二 七 、 七 七 ○ 円

一 日 四 二 、 五 八 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 生 徒 等

半 日 二 、 七 ○ ○ 円

一 日 三 、 六 一 ○ 円

三校
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そ の 他 の 者

半 日 五 、 五 五 ○ 円

第 二 陸 上 競 技 場

一 日 八 、 五 一 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 一 一 一 、 ○ 八 ○ 円

一 日 一 七 ○ 、 三 三 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 生 徒 等

半 日 五 、 四 一 ○ 円

一 日 七 、 二 二 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 一 、 一 ○ ○ 円

一 日 一 七 、 ○ 三 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 五 七 、 九 ○ ○ 円

一 日 八 九 、 一 二 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合 生 徒 等

半 日 五 、 五 六 ○ 円

一 日 八 、 五 六 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 一 、 五 八 ○ 円

球 技 場 一 日 一 七 、 八 二 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 二 ○ ○ 、 三 六 ○ 円

一 日 三 ○ 八 、 三 六 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 生 徒 等

半 日 九 、 六 二 ○ 円

一 日 一 四 、 八 二 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 二 ○ 、 ○ 三 ○ 円

一 日 三 ○ 、 八 三 ○ 円

一 面 二 時 間 未 満 六 六 ○ 円

生 徒 等 一 面 半 日 一 、 ○ 一 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合

一 面 一 日 一 、 三 四 ○ 円

一 面 二 時 間 未 満 一 、 二 三 ○ 円

三校
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庭 球 場

そ の 他 の 者 一 面 半 日 一 、 七 六 ○ 円

一 面 一 日 二 、 四 六 ○ 円

生 徒 等

一 面 半 日 一 、 五 八 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合

一 面 一 日 一 、 九 一 ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 二 、 四 六 ○ 円

一 面 一 日 三 、 五 四 ○ 円

午 前 三 、 七 六 ○ 円

二 十 五 メ ー ト ル プ ー ル

午 後 五 、 五 五 ○ 円

夜 間 一 、 九 九 ○ 円

午 前 及 び 午 後 七 、 五 八 ○ 円

午 前 五 、 五 五 ○ 円

水 泳 プ ー ル 五 十 メ ー ト ル プ ー ル

午 後 九 、 三 四 ○ 円

夜 間 三 、 七 六 ○ 円

午 前 及 び 午 後 一 一 、 二 四 ○ 円

午 前 一 、 ○ 四 ○ 円

飛 込 み 用 プ ー ル

午 後 一 、 一 八 ○ 円

夜 間 六 八 ○ 円

午 前 及 び 午 後 一 、 九 九 ○ 円

生 徒 等

半 日 七 九 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 し な い 場 合

一 日 一 、 五 八 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 、 四 一 ○ 円

相 撲 場

一 日 二 、 八 三 ○ 円

生 徒 等

半 日 一 、 一 八 ○ 円

入 場 料 を 徴 収 す る 場 合 一 日 二 、 三 六 ○ 円

四校
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そ の 他 の 者

半 日 二 、 三 六 ○ 円

一 日 四 、 一 三 ○ 円

午 前 二 、 一 三 ○ 円

午 後 二 、 七 ○ ○ 円

生 徒 等 夜 間 三 、 四 九 ○ 円

午 前 及 び 午 後 三 、 八 四 ○ 円

ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合

午 前 か ら 夜 間 ま で 七 、 三 四 ○ 円

午 前 四 、 二 四 ○ 円

午 後 五 、 六 七 ○ 円

そ の 他 の 者 夜 間 七 、 二 三 ○ 円

午 前 及 び 午 後 八 、 ○ 五 ○ 円

体 育 ホ ー ル

午 前 か ら 夜 間 ま で 一 五 、 二 八 ○ 円

午 前 六 、 四 二 ○ 円

午 後 八 、 一 二 ○ 円

生 徒 等 夜 間 一 ○ 、 五 一 ○ 円

午 前 及 び 午 後 一 一 、 五 一 ○ 円

ス ポ ー ツ 以 外 の 用 途 に 使 用 す る 場 合

午 前 か ら 夜 間 ま で 二 二 、 ○ 三 ○ 円

午 前 一 二 、 七 九 ○ 円

午 後 一 七 、 ○ 六 ○ 円

そ の 他 の 者 夜 間 二 一 、 六 八 ○ 円

午 前 及 び 午 後 二 四 、 一 八 ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 四 五 、 八 六 ○ 円

午 前 三 五 、 二 ○ ○ 円

午 後 四 三 、 ○ 二 ○ 円

三校
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職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

夜 間 五 七 、 三 八 ○ 円

午 前 及 び 午 後 六 一 、 六 五 ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 一 一 九 、 ○ 三 ○ 円

午 前 二 、 四 七 ○ 円

午 後 二 、 七 ○ ○ 円

ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場 合 生 徒 等 夜 間 四 、 ○ 六 ○ 円

午 前 及 び 午 後 四 、 四 ○ ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 八 、 四 六 ○ 円

午 前 五 、 二 ○ ○ 円

午 後 五 、 六 七 ○ 円

武 道 館 そ の 他 の 者 夜 間 八 、 六 五 ○ 円

午 前 及 び 午 後 八 、 九 九 ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 一 七 、 六 五 ○ 円

午 前 一 六 、 三 七 ○ 円

午 後 二 ○ 、 五 五 ○ 円

生 徒 等 夜 間 二 七 、 三 二 ○ 円

午 前 及 び 午 後 二 九 、 五 ○ ○ 円

ス ポ ー ツ 以 外 の 用 途 に 使 用 す る 場 合

午 前 か ら 夜 間 ま で 五 六 、 八 三 ○ 円

午 前 三 五 、 二 ○ ○ 円

午 後 四 三 、 ○ 二 ○ 円

そ の 他 の 者 夜 間 五 七 、 三 八 ○ 円

午 前 及 び 午 後 六 一 、 六 五 ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 一 一 九 、 ○ 三 ○ 円

午 前 一 、 八 九 ○ 円

三校
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午 後 二 、 二 八 ○ 円

生 徒 等 夜 間 二 、 五 五 ○ 円

午 前 及 び 午 後 三 、 一 一 ○ 円

弓 道 場

午 前 か ら 夜 間 ま で 五 、 六 六 ○ 円

午 前 三 、 九 四 ○ 円

午 後 四 、 五 ○ ○ 円

そ の 他 の 者 夜 間 五 、 一 七 ○ 円

午 前 及 び 午 後 六 、 六 一 ○ 円

午 前 か ら 夜 間 ま で 一 一 、 七 八 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 一 ○ 八 、 六 ○ ○ 円

一 日 一 六 四 、 五 九 ○ 円

入 場 料 を 徴

収 し な い 場

合

生 徒 等

半 日 九 、 二 五 ○ 円

一 日 一 四 、 ○ 一 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 九 、 ○ 四 ○ 円

ス ポ ー ツ

に 使 用 す

る 場 合

一 日 二 八 、 八 七 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 一 八 ○ 、 二 九 ○ 円

メ イ ン ア リ

ー ナ

一 日 二 七 三 、 二 一 ○ 円

入 場 料 を 徴

収 す る 場 合

生 徒 等

半 日 一 五 、 三 五 ○ 円

一 日 二 三 、 二 七 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 三 一 、 六 一 ○ 円

一 日 四 七 、 九 二 ○ 円

全 面 を 使 用

す る 場 合

生 徒 等

半 日 六 四 、 ○ 五 ○ 円

ス ポ ー ツ 以 外 の 用 途 に

使 用 す る 場 合

一 日 九 七 、 ○ 六 ○ 円

そ の 他 の 者 半 日 一 三 一 、 八 八 ○ 円

三校
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一 日 一 九 九 、 八 三 ○ 円

職 業 と し て ス ポ ー

ツ を す る 者

半 日 三 六 、 三 一 ○ 円

一 日 五 五 、 ○ 八 ○ 円

ス ポ ー ツ に 使 用 す る 場

合

生 徒 等

半 日 三 、 ○ 九 ○ 円

一 日 四 、 六 九 ○ 円

サ ブ ア リ ー

ナ

そ の 他 の 者

半 日 六 、 三 五 ○ 円

一 日 九 、 六 四 ○ 円

体 育 館 生 徒 等

半 日 二 一 、 四 三 ○ 円

ス ポ ー ツ 以 外 の 用 途 に

使 用 す る 場 合

一 日 三 二 、 四 七 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 四 四 、 一 二 ○ 円

一 日 六 六 、 八 五 ○ 円

生 徒 等

一 面 半 日 二 、 三 一 ○ 円

バ レ ー ボ ー ル コ ー ト と し て 使 用 す る

場 合

一 面 一 日 三 、 四 九 ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 四 、 七 六 ○ 円

一 面 一 日 七 、 二 一 ○ 円

生 徒 等

一 面 半 日 三 、 ○ 八 ○ 円

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル コ ー ト と し て 使 用

す る 場 合

一 面 一 日 四 、 六 六 ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 六 、 三 四 ○ 円

一 面 一 日 九 、 六 一 ○ 円

生 徒 等

一 面 半 日 三 、 ○ 八 ○ 円

一 部 を 使 用

す る 場 合

テ ニ ス コ ー ト と し て 使 用 す る 場 合

一 面 一 日 四 、 六 六 ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 六 、 三 四 ○ 円

一 面 一 日 九 、 六 一 ○ 円

生 徒 等 一 面 半 日 四 、 六 二 ○ 円

三校
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ハ ン ド ボ ー ル コ ー ト と し て 使 用 す る

場 合

一 面 一 日 七 、 ○ ○ ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 九 、 五 二 ○ 円

一 面 一 日 一 四 、 四 三 ○ 円

生 徒 等

一 面 半 日 六 五 ○ 円

バ ド ミ ン ト ン コ ー ト と し て 使 用 す る

場 合

一 面 一 日 九 九 ○ 円

そ の 他 の 者

一 面 半 日 一 、 三 五 ○ 円

一 面 一 日 二 、 ○ 五 ○ 円

生 徒 等

半 日 四 、 九 六 ○ 円

集 会 所

一 日 七 、 ○ ○ ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 ○ 、 六 五 ○ 円

一 日 一 五 、 ○ 三 ○ 円

生 徒 等

半 日 六 九 ○ 円

詰 所

一 日 一 、 ○ 五 ○ 円

そ の 他 の 者

半 日 一 、 三 八 ○ 円

一 日 二 、 一 ○ ○ 円

別 表 第 三 の そ の 二 の 表 中 体 力 相 談 室 の 項 を 削 り 、 「 二 、 九 ○ ○ 円 」 を 「 二 、 九 八 ○ 円 」 に 、 「 三 、 四 七 ○ 円 」 を 「 三 、 五 六 ○ 円 」 に 改 め 、 休 憩 室 の 項 を 削 り 、

「 二 、 三 ○ ○ 円 」 を 「 二 、 三 六 ○ 円 」 に 、 「 二 、 七 六 ○ 円 」 を 「 二 、 八 三 ○ 円 」 に 、 「 一 、 一 五 ○ 円 」 を 「 一 、 一 八 ○ 円 」 に 、 「 一 、 七 二 ○ 円 」 を 「 一 、 七 六 ○

円 」 に 、 「 八 、 三 六 ○ 円 」 を 「 八 、 五 九 ○ 円 」 に 、 「 一 一 、 九 五 ○ 円 」 を 「 一 二 、 二 九 ○ 円 」 に 、 「 二 、 四 四 ○ 円 」 を 「 二 、 五 ○ ○ 円 」 に 、 「 三 、 四 九 ○ 円 」 を 「 三 、

五 八 ○ 円 」 に 、 「 一 、 二 二 ○ 円 」 を 「 一 、 二 五 ○ 円 」 に 、 「 一 、 七 四 ○ 円 」 を 「 一 、 七 八 ○ 円 」 に 、
「

二 、 ○ 八 ○ 円
」
を
「

二 、 一 三 ○ 円
」
に 、 「 三 、 ○ ○

○ 円 」 を 「 三 、 ○ 八 ○ 円 」 に 、 「 六 九 ○ 円 」 を 「 七 ○ ○ 円 」 に 、 「 九 九 ○ 円 」 を 「 一 、 ○ 一 ○ 円 」 に 、 「 九 一 ○ 円 」 を 「 九 三 ○ 円 」 に 、 「 一 、 九 四 ○ 円 」 を 「 一 、

九 九 ○ 円 」 に 、 「 四 、 二 ○ ○ 円 」 を 「 四 、 三 二 ○ 円 」 に 、 「 六 、 三 ○ ○ 円 」 を 「 六 、 四 八 ○ 円 」 に 、 「 四 、 九 四 ○ 円 」 を 「 五 、 ○ 八 ○ 円 」 に 、 「 一 七 、 ○ 一 ○ 円 」

を 「 一 七 、 四 九 ○ 円 」 に 、 「 六 、 五 一 ○ 円 」 を 「 六 、 六 九 ○ 円 」 に 、 「 一 四 、 八 七 ○ 円 」 を 「 一 五 、 二 九 ○ 円 」 に 、 「 一 、 ○ 五 ○ 円 」 を 「 一 、 ○ 八 ○ 円 」 に 、 「 一 、

○ 二 ○ 円 」 を 「 一 、 ○ 四 ○ 円 」 に 、 「 一 二 、 ○ 八 ○ 円 」 を 「 一 二 、 四 二 ○ 円 」 に 、 「 二 、 二 八 ○ 円 」 を 「 二 、 三 四 ○ 円 」 に 、 「 一 、 三 八 ○ 円 」 を 「 一 、 四 一 ○ 円 」
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に 、 「 二 、 ○ 六 ○ 円 」 を 「 二 、 一 一 ○ 円 」 に 改 め 、 同 表 の そ の 三 の 表 中 「 四 三 、 ○ 五 ○ 円 」 を 「 四 四 、 二 八 ○ 円 」 に 、 「 一 五 、 七 八 ○ 円 」 を 「 一 六 、 二 三 ○ 円 」

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 十 二 項 を 第 十 三 項 と し 、 同 備 考 第 十 一 項 中 「 七 百 十 円 」 を 「 七 百 三 十 円 」 に 、 「 千 五 百 十 円 」 を 「 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 を 同 備 考

第 十 二 項 と し 、 同 備 考 第 十 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

１１ 詰 所 を 陸 上 競 技 場 と 併 せ て 使 用 す る 場 合 （ 陸 上 競 技 場 を 専 用 す る 場 合 に 限 る 。 ） に お い て は 、 詰 所 の 使 用 料 の 額 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 無 料

と す る 。

別 表 第 四 中 「 一 二 、 ○ ○ ○ 円 」 を 「 一 二 、 三 四 ○ 円 」 に 、 「 八 ○ ○ 円 」 を 「 八 二 ○ 円 」 に 、 「 四 ○ ○ 円 」 を 「 四 一 ○ 円 」 に 、 「 二 、 ○ 八 ○ 円 」 を 「 二 、 一 三 ○

円 」 に 、 「 三 、 ○ ○ ○ 円 」 を 「 三 、 ○ 八 ○ 円 」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 許 可 又 は 承 認 を 受 け て い る 都 市 公 園 の 使 用 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 税 率 が 引 き 上 げ ら れ た こ と に 鑑 み 、 使 用 料 の 額 及 び 利 用 料 金 の 額 の 適 正 化 を 図 る と と も に 、 徳 島 県 鳴 門 総 合 運 動 公 園 に 詰 所 を 新 設 す

る こ と に 伴 い 、 関 係 規 定 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

三校
１４６

平成26年2月議案


